
- 1 -

答申第127号（諮問第185号事案）

答 申

第１ 審査会の結論

宮城県知事は，本件異議申立ての対象となった部分開示決定において開

示しないこととした情報のうち，手書きで記載された「知事への手紙」の

年代，職業及び提案内容のすべて（タイトルを含む。以下同じ。）につい

ては開示すべきである。

第２ 異議申立てに係る経過

１ 異議申立人は，平成20年５月２日に，情報公開条例（平成11年宮城県条

例第10号。以下「条例」という。）第４条の規定に基づき，宮城県知事（以

下「実施機関」という。）に対し，「知事への手紙（一筆啓上） 平成19

年度分直近の次の内容の各２件 Ａ保健・福祉・医療 Ｂ教育・文化・ス

ポーツ Ｃ行財政改革・分権の３分野及び当該公文書収受・起案を含め対

応措置の経緯の分かる文書のすべて（各２件の再直近のもので可）」につ

いて開示の請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。

２ 実施機関は，本件開示請求に対応する行政文書として，次のもの（以下

「本件行政文書」という。）を特定した。

(1) 「保健・福祉・医療」分野の「知事への提案」の写し

イ 2008年３月13日付け（受付番号681）（１枚）

ロ 2008年３月10日付け（受付番号675）（１枚）

(2) 「教育・文化・スポーツ」分野の「知事への提案」の写し

イ 2008年３月30日付け（受付番号708）（１枚）

ロ 2008年３月１日付け（受付番号657）（１枚）

(3) 「行財政改革・分権」分野の「知事への提案」の写し

イ 2008年３月19日付け（受付番号694）（１枚）

ロ 2007年７月25日付け（受付番号232）（１枚）

(4) 「保健・福祉・医療」分野の処理に関する文書

イ 関係機関への送付等に関する文書（２枚）

ロ 関係市町村への送付に関する文書（２枚）

ハ 各部局主管課への送付に関する文書（２枚）

ニ 担当部局主管課への送付に関する文書（４枚）

ホ 提案者あて送付に関する文書（７枚）

(5) 「教育・文化・スポーツ」分野の処理に関する文書

イ 関係機関への送付等に関する文書（２枚）
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ロ 各部局主管課への送付に関する文書（２枚）

ハ 担当部局主管課への送付に関する文書（２枚）

ニ 担当部局主管課からの送付に関する文書（３枚）

(6) 「行財政改革・分権」分野の処理に関する文書

イ 関係機関への送付等に関する文書（２枚）

ロ 各部局主管課への送付に関する文書等（３枚）

その上で，本件行政文書について，部分開示決定（以下「本件処分」と

いう。）を行い，一部について開示しない理由を次のとおり付して，平成

20年５月20日に，異議申立人に通知した。

条例第８条第１項第２号該当

本件行政文書には，提案等をした者の住所，氏名，電話番号，電子メ

ールアドレス，家族の状況，病状，個人の筆跡等が記載されており，こ

れらは，個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，若しくは

識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，公開す

ることにより，なお個人の権利利益を害されるおそれがあるものである

ため。

３ 異議申立人は，平成20年６月10日に，行政不服審査法（昭和37年法律第

160号）第６条の規定により，本件処分を不服として，実施機関に対し異

議申立てを行った。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は，本件処分の取消しを求めるというものである。

２ 異議申立ての理由

異議申立人の主張する異議申立ての理由は，異議申立書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。

宮城県当局は，本件処分で，条例第８条第１項第２号に該当するとし

て相当部分を非開示としたが，その非開示部分はあくまでも法，条例の

目的，主旨に添う最小限の範囲にとどめられ，本件に関しては当該文書

提出者の氏名，住所等個人情報にあたる部分のマスキングは止むを得な

いとしても，他の情報は開示されてしかるべきであろう。

特に今回開示されたもののうち「No694」のごときは，行政に求めら

れる透明性と説明責任の主意からしても，その秘匿性は決して許される

ものではない。全国的には情報公開行政の雄とされる宮城県として，そ



- 3 -

の行政の重大な責任である透明性を犠牲にしてまでも，この隠ぺいを貫

くことがはたして許されるのか，その対応と姿勢は厳しく問われるので

はなかろうか。本件開示請求に関し，限定される非開示部分を除き，速

やかに開示されるよう，ここにあらためて強く求めるものである。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が理由説明書において述べている内容を総合すると，おおむね次

のとおりである。

１ 条例第８条第１項第２号の該当性について

本件行政文書には，提案等を提出した者の住所，氏名，電話番号，電子

メールアドレス，家族の状況，病状，個人の筆跡等が記載されており，こ

れらは個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，若しくは識別

され得るものであり，また，公開することにより，なお個人の権利利益が

害されるおそれがあるものであるため，条例第８条第１項第２号本文に該

当するものである。

２ 異議申立人が異議申立ての理由の中で述べている「No694」について

「No694」の文書は，平成19年度受付番号694「改革について」というタ

イトルの意見である。この文書と他の文書とは，前者が手書き，後者が活

字であるという点での相違があり，この文書については，個人の筆跡部分

が条例第８条第１項第２号本文に該当するため，それ以外の用紙の下部の

丸囲み部分のみを開示相当部分と判断したものである。

第５ 審査会の判断理由

１ 条例の基本的な考え方について

条例は，「地方自治の本旨にのっとり，県民の知る権利を尊重し，行政

文書の開示を請求する権利」を明らかにすることにより，「県政運営の透

明性の一層の向上を図り，もって県の有するその諸活動を説明する責務が

全うされるようにするとともに，県民による県政の監視と参加の充実を推

進し，及び県政に対する県民の理解と信頼を確保し，公正で開かれた県政

の発展に寄与することを目的」として制定されたものであり，原則公開の

理念の下に解釈され，及び運用されなければならない。

当審査会は，この原則公開の理念に立って，条例を解釈し，以下のとお

り判断するものである。

２ 本件行政文書について

本件行政文書は，知事への提案「明日のみやぎに一筆啓上！」に寄せら

れた提案，意見等及びそれらの収受以後の一連の処理文書であり，具体的

には異議申立人が開示請求した３分野（①保健・福祉・医療 ②教育・文
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化・スポーツ ③行財政改革・分権）の提案，意見等各２件及び当該３分

野のうち各々１件の処理一覧表，知事返信案，知事返信文書（写）等の一

連の処理文書である。

３ 条例第８条第１項第２号該当性について

条例第８条第１項第２号本文は，「個人に関する情報（事業を営む個人

の当該事業に関する情報を除く。）であって，特定の個人が識別され，若

しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，公

開することにより，なお個人の権利利益が害されるおそれのあるもの」を

非開示事由として規定している。また，条例第３条第１項後段は，実施機

関に対し，個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮を義務付

けている。

しかし，特定の個人が識別され，又は識別され得る情報の中にも，例外

的に開示すべき情報があり，条例第８条第１項第２号ただし書は，「イ 法

令の規定により又は慣行として公開され，又は公開することが予定されて

いる情報」又は「ロ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律

第120号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平

成11年法律第103号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人の役員及

び職員を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開

に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政

法人等をいう。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人

法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人を

いう。）及び公社の役員及び職員をいう。）である場合において，当該情報

がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員

等の職，氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分」については，同号本文

に該当する場合であっても，行政文書を開示しなければならない旨を規定

している。

以下において，本件行政文書の非開示部分が，条例第８条第１項第２号

に該当するかどうかについて，審査会においてインカメラ審理した上で個

別に検討する。

(1) 「保健・福祉・医療」分野の「知事への提案」の写し（2008年３月13

日付け（受付番号681）及び2008年３月10日付け（受付番号675））

当該文書において非開示とされているのは，提案者の氏名，郵便番号，

住所，電話番号，電子メールアドレス及び提案内容のうち提案者に関す

る情報（配偶者の状況，子どもの状況，提案者の病状，提案者の知人の

氏名及び居住地，提案者の居住地等）である。



- 5 -

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個人

が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別すること

はできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害されるお

それのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号ただし書

のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当である。

(2) 「教育・文化・スポーツ」分野の「知事への提案」の写し（2008年３

月30日付け（受付番号708）及び2008年３月１日付け（受付番号657））

当該文書において非開示とされているのは，提案者の氏名，郵便番号，

住所，電話番号，電子メールアドレス及び提案内容のうち提案者に関す

る情報（提案者の志向，子どもの状況，提案者の居住地の状況等）であ

る。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個人

が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別すること

はできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害されるお

それのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号ただし書

のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当である。

(3) 「行財政改革・分権」分野の「知事への提案」の写し

イ 2008年３月19日付け（受付番号694）

当該文書において非開示とされているのは，提案者の氏名，郵便番

号，住所，電話番号，年代，職業及び提案内容のすべてである。

これらの情報のうち，提案者の氏名，郵便番号，住所及び電話番号

については，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個人が識

別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することは

できないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害されるお

それのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号ただし

書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当である。

その余の情報については，審査会において検討したところ，同号本

文に該当するとは認められなかった。

実施機関は，これらの情報を非開示とする理由について，「この文

書と他の文書とは，前者が手書き，後者が活字であるという点での相

違があり，この文書については，個人の筆跡部分が同号本文に該当す

るため，それ以外の用紙の下部の丸囲み部分のみを開示相当部分と判

断したものである。」と説明する。

しかしながら，特定の個人を識別することができるかどうかについ

ては，当該個人の関係者以外のいわゆる一般人からみて判断すべきで

あるが，通常，一般人が筆跡から特定の個人を識別することはできな

いと考えられることから，実施機関の説明は採用できない。



- 6 -

したがって，非開示とされた当該記載については，同号に該当する

とは認められず，開示すべきである。

ロ 2007年７月25日付け（受付番号232）

当該文書において非開示とされているのは，提案者の氏名，郵便番

号，住所，電話番号及び電子メールアドレスである。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当

である。

(4) 「保健・福祉・医療」分野の処理に関する文書

イ 関係機関への送付等に関する文書

当該文書は，実施機関の担当者が起案した2008年３月13日に受け付

けた「知事への提案」の処理の伺い（知事への提出，関係機関への送

付）に関する文書に，「知事への提案」の写しが添付されたものであ

る。

このうち，「知事への提案」の写しは，上記(1)の文書（2008年３

月13日付け（受付番号681））と同様のものであり，判断は上記(1)で

述べたとおりである。

それ以外において非開示とされているのは，提案者の氏名及び提案

者の居住地に関する情報である。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当

である。

ロ 関係市町村への送付に関する文書

当該文書は，実施機関の担当課が，「知事への提案」の内容に関係

する市町村の担当部署に対し，「知事への提案」の写しを送付した文

書である。

このうち，「知事への提案」の写しは，上記(1)の文書（2008年３

月13日付け（受付番号681））と同様のものであり，判断は上記(1)で

述べたとおりである。

それ以外において非開示とされているのは，送付先（提案者の居住
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地に関する情報）である。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当

である。

ハ 各部局主管課への送付に関する文書

当該文書は，実施機関の担当者が，「知事への提案」の内容に関係

する各部局の主管課の担当者に対し，2008年３月13日に受け付けた「知

事への提案」の一覧表を送付した文書である。

当該文書において非開示とされているのは，提案者の居住地に関す

る情報である。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当

である。

ニ 担当部局主管課への送付に関する文書

当該文書は，実施機関の担当者が，「知事への提案」の内容に関係

する部局の主管課の担当者に対し，「知事への提案」の写し及び提案

者に対する回答案を送付した文書である。

このうち，「知事への提案」の写しは，上記(1)の文書（2008年３

月13日付け（受付番号681））と同様のものであり，判断は上記(1)で

述べたとおりである。

それ以外において非開示とされているのは，提案者の居住地，氏名

及び子どもの状況である。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当

である。

ホ 提案者あて送付に関する文書

当該文書は，実施機関が「知事への提案」の提案者に対して回答を
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行った一連の文書である。

当該文書において非開示とされているのは，提案者の居住地，氏名，

子どもの状況，住所，郵便番号及び電子メールアドレスである。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当

である。

(5) 「教育・文化・スポーツ」分野の処理に関する文書

イ 関係機関への送付等に関する文書

当該文書は，実施機関の担当者が起案した2008年３月31日に受け付

けた「知事への提案」の処理の伺い（知事への提出，関係機関への送

付）に関する文書に，「知事への提案」の写しが添付されたものであ

る。

このうち，「知事への提案」の写しは，上記(2)の文書（2008年３

月30日付け（受付番号708））と同様のものであり，判断は上記(2)で

述べたとおりである。

それ以外において非開示とされているのは，提案者の氏名，志向及

び居住地に関する情報である。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当

である。

ロ 各部局主管課への送付に関する文書

当該文書は，実施機関の担当者が，「知事への提案」の内容に関係

する各部局の主管課の担当者に対し，2008年３月31日に受け付けた「知

事への提案」の一覧表を送付した文書である。

当該文書において非開示とされているのは，提案者の志向及び居住

地に関する情報である。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当
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である。

ハ 担当部局主管課への送付に関する文書

当該文書は，実施機関の担当者が，「知事への提案」の内容に関係

する部局の主管課の担当者に対し，「知事への提案」の写しを送付し

た文書である。

このうち非開示部分があるのは「知事への提案」の写しのみである。

当該文書は上記(2)の文書（2008年３月30日付け（受付番号708））

と同様のものであり，判断は上記(2)で述べたとおりである。

ニ 担当部局主管課からの送付に関する文書

当該文書は，実施機関の担当者に対し，「知事への提案」の内容に

関係する部局の主管課担当者が，「知事への提案」に対する対応案を

送付した文書である。

当該文書において非開示とされているのは，提案者の志向及び居住

地に関する情報である。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当

である。

(6) 「行財政改革・分権」分野の処理に関する文書

イ 関係機関への送付等に関する文書

当該文書は，実施機関の担当者が起案した2008年３月19日に受け付

けた「知事への提案」の処理の伺い（知事への提出，関係機関への送

付）に関する文書に，「知事への提案」の写しが添付されたものであ

る。

このうち，「知事への提案」の写しは，上記(3)イの文書と同様の

ものであり，判断は上記(3)イで述べたとおりである。

それ以外において非開示とされているのは，提案者の氏名及び居住

地に関する情報である。

これらの情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個

人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害さ

れるおそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号

ただし書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当

である。
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ロ 各部局主管課への送付に関する文書等

当該文書は，実施機関の担当者が，「知事への提案」の内容に関係

する各部局の主管課の担当者に対し，2008年３月19日に受け付けた「知

事への提案」の一覧表を送付した文書及び担当課の対応案に関する文

書である。

当該文書において非開示とされているのは，提案者の居住地に関す

る情報である。

この情報は，提案者の「個人に関する情報であって，特定の個人が

識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別すること

はできないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害される

おそれのあるもの」と認められ，同号本文に該当し，また，同号ただ

し書のいずれにも該当しないことから，非開示とすることが妥当であ

る。

４ 結論

以上のとおり，実施機関が，本件行政文書について，手書きで記載され

た「知事への手紙」の年代，職業及び提案内容のすべてを非開示としたこ

とは妥当ではない。

実施機関のその余の判断は，妥当である。

第６ 審査会の経過

当審査会における処理経過は，別紙１のとおりである。
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別紙１

審査会の処理経過

年 月 日 処 理 内 容

２０． ６．２７ 諮問を受けた。（諮問第１８５号）

２０．１１．１９ 事案の審議を行った。

（第２７４回審査会）

２０．１２．１７ 事案の審議を行った。

（第２７５回審査会）

２１． １．１３ 事案の審議を行った。

（第２７６回審査会）

２１． ２． ３ 事案の審議を行った。

（第２７７回審査会）
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